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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、糖尿病性腎症に対する NAG（尿）の算定は 3 か月に 1 回

まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 NAG（尿）は尿細管の蛋白尿が出現するより早期から上昇するため、糖

尿病性腎症の診断及び評価として有用である。 

 また、その頻度については医学的に頻回な検査の必要性が認められる場

合を除き、NAG（尿）の算定はアルブミン定量（尿）と同様に、3か月に

1回まで認められると整理した。 

 


